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令和５年度第１回瑞浪市都市計画審議会会議記録 

開催日時 令和６年３月２１日（木）   １０時００分 開会 

               １１時３０分 閉会 

開催場所 瑞浪市役所４階 全員協議会室 

出席委員 会長 

委員 

 

 

 

 

磯部 友彦 

服部 英裕 

奥村 正子 

橋本 好江 

柴田 幸一郎 

 正之 

福永 泰子 

委員 

 

 

 

 

 

堀井 隆司 

伊藤 弘典 

佐藤 幸子 

大森 やすゑ 

（名簿順、敬称略） 

委員以外の出席者 瑞浪市長 水野 光二 

事務局 

 

建設部長 

都市計画課長 

都市計画課都市政策係長 

都市計画課主査 

都市計画課主事 

市原 憲 

安藤 洋一 

奥谷 輝久 

大竹 力 

成木 和輝 

 付議事件 

     議題   瑞浪市都市計画マスタープランの改定について 

 

  

委員会の顛末    瑞浪市都市計画マスタープラン（改定案）のままとする 

岐阜県との調整後に再度審議を行う 
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《開会》 

都市計画課長 

 

 

 

 

【委嘱状交付】 

都市計画課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画課長 

 

 

 

【市長挨拶】 

市長 

《審議会》 

都市計画課長 

 

 

 

 

皆さま、本日は大変お忙しい中、ご出席を賜りまして、誠にありが

とうございます。 

ただ今より、瑞浪市都市計画審議会委員委嘱式並びに令和５年度第

１回都市計画審議会を始めさせていただきます。 

私は、審議会の進行を務めさせていただきます、審議会事務局、都

市計画課の安藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 

これより、瑞浪市都市計画審議会委員委嘱式を行います。 

市長が皆さまの席にお伺いし、委嘱状をお渡しします。 

磯部友彦様から順にお名前をお呼びしますので、その場でご起立い

ただきますよう、お願いいたします。 

 

（市長から委嘱状を交付） 

 

磯部友彦様 

大森やすゑ様 

佐藤幸子様 

伊藤弘典様 

堀井隆司様 

服部英裕様 

奥村正子様 

橋本好江様 

柴田幸一郎様 

正之様 

福永泰子様 

 

なお、渡邉康弘様は、本日欠席でございます。 

後日、事務局より委嘱状を交付させていただきます。 

以上で、委嘱状の交付を終了します。ありがとうございました。 

続いて、水野光二瑞浪市長より、挨拶を申し上げます。 

 

（市長より挨拶） 

 

引き続き、令和５年度第１回瑞浪市都市計画審議会を開催させてい

ただきます。 

会長選出までの間、次第に沿って進行させていただきます。 

なお、委員１２名のうち１１名の方がお揃いでございますので、瑞

浪市都市計画審議会設置条例第６条第２項に定める会議の開催に必要

な定足数に達しておりますことをご報告申し上げます。 
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【資料確認】 

都市計画課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長選出】 

都市計画課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柴田委員 

 

都市計画課長 

 

 

 

委員全員 

 

都市計画課長 

 

 

【会長挨拶】 

磯部会長 

また、本日の審議会の議事録につきましては、公開の対象となりま

すので、委員の皆さまにはご承知おきくださいますよう、お願いいた

します。 

 

 ここでお手元の資料の確認をお願いいたします。配布資料でござい

ますが、 

・本日の審議会次第 

・瑞浪市都市計画審議会委員名簿（資料１） 

・座席表（資料２） 

・瑞浪市都市計画マスタープランの改定について（資料３－１） 

・瑞浪市都市計画マスタープラン（改定案）新旧対照表（資料３－２） 

・瑞浪市都市計画マスタープラン（改定案）（資料３－３） 

・瑞浪市都市計画審議会設置条例及び運営規則（資料４） 

となります。資料がお手元にない場合は、お申し付けください。 

よろしいでしょうか。 

 

それでは、次第３の会長の選出に入らせていただきます。 

資料４の１ページをご覧ください。 

瑞浪市都市計画審議会設置条例第５条第１項におきまして、「審議会

に会長を置き、第３条第１項第１号に掲げる者につき任命された委員

のうちから委員の選挙によってこれを定める」とされております。 

第３条第１項第１号の学識経験を有する者、これは資料１の１表に

あたりますが、この４名の委員の中から選出することとなっておりま

す。 

会長の選任に関しまして、どなたかご意見、ご推薦はございますか。 

 

磯部委員を審議会会長に推薦します。 

 

ありがとうございます。 

磯部委員を審議会会長とする推薦の発言がありましたが、ご異議ご

ざいませんか。 

 

異議なし。 

 

ご異議が無いようですので、磯部友彦委員に本審議会の会長をお願

いしたいと存じます。 

磯部委員、会長席へお願いいたします。 

 

ただいま皆様のご選任をいただきました磯部でございます。 
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都市計画課長 

 

 

 

 

 

【職務代理者の指名】 

磯部会長 

 

 

都市計画課長 

 

 

都市計画課長 

 都市計画審議会は都市計画法により設置が決まっており、都市計画

法ができたのが、大正時代、１９１９年です。その頃の日本は、関東

大震災の少し前で、都心の人口が増え、郊外に人が流れており、都市

の正しい発展を考えるための法律として都市計画法ができました。そ

れから５０年経過し、高度成長期の１９６８年に、大きく見直しをし

ています。 

土地の所有者は皆さんであります。開発しようとしても民主主義的

な話をする必要があり、きちんと皆さんで話し合って都市の形を決め

ておいて、その後に開発しようという話が必要であります。 

そこで大事なのが、都市計画マスタープランとなります。いきなり、

道、公園を作るのではなく、あらかじめ都市の形を用意しておいて、

みんなで話し合って決めていこうとしたのが、今から５０年前です。 

当時は、まだ都市は広がっていくという考え方でしたが、現在は、人

口減少時代です。住んでいる街をいきなり無くすわけにいきませんか

ら、都市計画法はそのままにして、新たに都市再生特別措置法ができ、

コンパクトシティ・プラス・ネットワークという考え方で、ある程度

都市を縮めましょうという方針が出されています。生活の拠点同士を

繋ぐのは交通ネットワークだけでなく、上下水道などのライフライン

もございます。また、都市の形は地域によって異なっており、全国に

コンパクトシティの成功例はでてきていますが、わがまちに適用でき

るかは別の話になります。都市の成長は、量の成長ではなく、質の成

長、暮らしやすいまちというのが成長だと思います。そういったこと

を皆さんと考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

次に、資料４の１ページ目の、瑞浪市都市計画審議会設置条例第５

条第３項に「会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委

員がその職務を代理する。」とございます。 

従いまして、磯部会長から職務代理となる委員のご指名をいただきた

いと存じます、磯部会長、いかがでしょうか。 

 

それでは、都市計画審議会会長の職務代理者を服部英裕委員にお願

いしたいと思います。 

 

ご指名いただきました服部英裕委員に職務代理者をお願いしたいと

存じます、よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、ここで、今回の議事であります「瑞浪市都市計画マスタ

ープランの改定について」市長より都市計画審議会に対し、諮問をさ 
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【諮問】 

水野市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

都市計画課長 

 

 

 

事務局 

 

都市計画課長 

 

 

【傍聴可否】 

磯部会長 

 

 

事務局 

 

磯部会長 

せていただきます。水野市長よろしくお願いします。 

 

それでは諮問をさせていただきます。 

瑞浪市都市計画マスタープランの改定について、都市計画法第１８

条の２第１項の規定に基づき、瑞浪市の定める都市計画に関する基本

的な方針（瑞浪市都市計画マスタープラン）について、貴審議会の意

見を求めます。令和６年３月２１日瑞浪市長水野光二、よろしくお願

いします。 

 

（市長から諮問書を会長へ） 

 

委員の皆さま、大変恐縮ではございますが、市長はこの後、他の公

務がありますので、ここで退席いたします。 

本日、事務局として建設部長及び都市計画課職員が出席させていた

だいておりますが、本計画策定業務の受託者である日本工営都市空間

株式会社の西尾様、阪上様にも本会議に同席いただき、今後の計画調

整に活かしてもらいたいと考えているため、ご了解の程お願いいたし

ます。 

それでは、ここで都市計画審議会の役割について少し説明させてい

ただきます。 

 

「都市計画審議会の役割について」説明 

 

その他に事務局から一点報告となります。 

次第に記載はありませんが、「現行の瑞浪市都市計画マスタープラン

の計画期間の延長について」説明させていただきます。 

 

「現行都市計画マスタープランの計画期間の延長について」説明 

 

以上、報告となりますので、よろしくお願いいたします。 

 ここからの議事進行を瑞浪市都市計画審議会会長の磯部様にお願

いしたいと存じます。磯部会長、よろしくお願いいたします。 

 

それでは議事に先立ち、傍聴希望者の確認を行います。本日の傍聴

希望者はみえますか。 

 

傍聴希望者はおりません。 

 

 傍聴の希望がありませんので、このまま進めさせていただきます。 
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【議事録署名者の指名】  

磯部会長 

 

 

 

 

 

 

【説明事項】 

磯部会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

磯部会長 

 

 

 

柴田委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

柴田委員 

 

 

事務局 

 

 

 

続きまして、議事録署名者の指名に移りたいと思います。運営規則

第８条に議事録署名者は会長及び会長が指名した委員２名ということ

になっております。 

本日の議事録署名者は、大森やすゑ委員と柴田幸一郎委員を指名さ

せていただきます。 

それではただいまから、審議に入ります。 

なお、会議中の質問、発言は挙手をしていただき、私からの指名に

より、発言していただきますようお願いします。 

 

それでは、次第４の議事に入らせていただきます。 

議第１号「瑞浪市都市計画マスタープランの改定について」審議し

たいと思います。内容が多岐にわたりますので、途中で区切って審議

したいと思います。 

まずは、事務局から第１章～４章の説明をお願いします。 

 

説明事項（１）瑞浪市都市計画マスタープランの改定について 第１章～４章 

 

ありがとうございました。 

議題１号「瑞浪市都市計画マスタープランの改定について」第１章

～４章の説明に対して、質疑はありませんか。 

 

専門用語がよく分からないため、教えていただきたいです。スーパ

ー・メガリージョンのセンター」とは何でしょうか。ところどころこ

の言葉が出てきます。例えば、３２ページのところです。 

 

新旧対照表の６８ページをご覧ください。「スーパー・メガリージョ

ン」とは、国が掲げる「中部圏広域地方計画」にて挙げられており、

一番下に、メガリージョンとはと書いてあります。自治体よりも大き

な単位での圏域を指す概念で、スーパー・メガリージョンはすでに圏

域を構成している東京・大阪・名古屋の三大都市圏のそれぞれの特徴

を生かしつつリンクし、より大きな圏域とするものとなります。 

 

この地域でいう「スーパー・メガリージョン」とは多治見から瑞浪

のことを指していますか。 

 

 スーパー・メガリージョンは多治見とかではなく、三大都市圏より

も大きな圏域となっています。瑞浪市の都市計画マスタープランに直

接的に関係するものではありません。 
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磯部会長 

 

 

 

事務局 

 

磯部会長 

 

 

 

伊藤委員 

 

 

 

 

 

 

磯部会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員 

 

磯部会長 

その点をわかりやすく説明してくださいということだと思いますの

で、上位計画の説明ですが、正しく説明すると同時にこの地域の関係

性があるのであればそこを説明していただきたい思います。 

 

確認した後、また説明させていただきます。 

 

事務局が省略した言葉を使用する場合があります。都市計画マスタ

ープランを都市マスと省略することが多いので、ご勘弁ください。他

にご意見ある方いらっしゃいますか。 

 

６９ページの安心・快適な居住環境の整備と利便性の高い生活環境

の形成のなかに、「誰もが住み続けられるまちづくりを進める」と書い

てありますが、その中に「教育」という文言が一切出てきておりませ

ん。誰もが住み続けるという意味では、子供たちが安心して教育を受

けるということが重要なんですが、教育に関しては考慮していないと

いうことでしょうか。お聞きしたいと思います。 

 

６９ページの上位・関連計画からの課題というところで、ここがど

ういった内容を記載するページなのかも含めましてご回答いただけれ

ばと思います。いかがでしょうか。 

 

教育については非常に大事だと思っています。教育という文言の記

載がないということですが、都市計画マスタープランは基本的に土地

利用の方針が一番主要なものであり、持続可能なまちづくりの方向性

を示す計画となっています。具体な計画について、教育については関

連計画に掲載していませんが、含まれているとご理解いただきたいと

思います。 

 

 はい、わかりました。 

 

私から一つ注釈ではないですが、人口の将来の話について気になる

ところであります。国立社会保障・人口問題研究所という国の組織が

推計を行っています。推計の方法として今住んでいる人の亡くなる人、

生まれる人を差し引きして計算します。何が違うかというと、社会移

動である流入・流出は考慮しておりませんので、実際、流入・流出を

含めると数字は変わってきます。流入・流出を踏まえて将来計画を作

れば良いという話がありますが、社会移動の計算は大変難しいです。

基本的に掲揚すべき事項は、自然増減を中心に行っています。街の人

口を増やそうとする場合は、他の地域からこちらの地域に移住しても 
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事務局 

 

磯部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

柴田委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

柴田委員 

 

 

事務局 

 

委員 

 

らう施策も必要ですが、この将来推計には入っていません。 

他に意見のある方いらっしゃいますでしょうか。 

いらっしゃいませんので次に進みます。 

 

続きまして、議題１号「瑞浪市都市計画マスタープランの改定につ

いて」第５章～７章の審議に入りたいと思います。 

それでは、事務局から第５章～７章の説明をお願いします。 

 

説明事項（２）瑞浪市都市計画マスタープランの改定について 第５章～７章 

 

ありがとうございました。 

議題１号「瑞浪市都市計画マスタープランの改定について」第５章

～７章の説明をしていただきました。地域別まちづくり構想は、もっ

と細かい話が欲しいという意見もあるかと思いますが、大きな方針を

示すのが都市計画マスタープランのやり方であって、細かく決めてお

く必要はないため、各地域のバランスを考えて重要な事項の記述に抑

えてありますので、そのように解釈してください。 

第５章～７章まで質疑はありませんか。 

 

各地域の将来目標について、地域計画でそれぞれ掲げていましたが、

それを令和６年に反映するのでしょうか。今はこのまま進めるのか、

令和５年度に策定した地域計画との関連性を教えていただきたいで

す。 

 

 地域計画の内容について第７次総合計画には反映させています。た

だ、都市計画マスタープランは、土地利用と都市計画の方向性を記載

する計画なので、より良い地域づくりをするという視点で策定されて

いる地域計画と全てが関係するわけではありません。しかし、地域計

画は一通り確認したうえで、反映すべきところは反映しています。将

来目標は都市計画マスタープランと違いますが、地域計画に合わせる

ことはしません。 

 

 地域計画から取り込めるものは反映しているという理解でよろしい

でしょうか。 

 

 その通りです。 

 

122 ページになりますが、市街地の整備方針で記載されている「中

心市街地」がどのソーンを指しているか教えていただきたいです。 
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事務局 

 

 

磯部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

磯部会長 

 

 

 

 

137 ページになりますが、用途地域内を中心市街地として定義して

います。 

 

以前からお願いしておりますが、都市計画審議会の際は都市計画図

を準備し、提示していだけると良いと思います。用途地域がどこか説

明できます。 

用途地域の説明をしますと、都市計画区域という区域をまず決めま

す。その中を２つに二つに分けるのがルールであります。市街化区域

と、市街化調整区域でありますが、瑞浪市はその線引きをしておりま

せんので、非線引き地域となります。その代わりに用途地域というも

ので、土地をどのように使用するか、商業的なのか等、また、建物の

制限を決めていくのが用途地域であります。用途地域のある地域が、

中心市街地と考えてもらえれば良いと思います。商業サイドから見る

と中心市街地が違うかもしれませんが、都市計画サイドとして見ると

用途地域を中心市街地と設定しています。 

 

私は、陶町の明日に向って推進協議会の代表として参加しておりま

すので、これを言う必要がありますので、申し上げておきます。 

柴田委員と同じ内容になりますが、例えば陶地域の将来目標につい

て「焼き物文化ともてなしの交流地域」という目標を市民のみんなが

見て、この話がどこから出たのかという意見が出たとき、事務局が回

答したように地域計画と異なるが踏まえているとおっしゃっています

が、ここに関しては、市民目線ではなく、行政から見た将来目標とい

う形で捉えたら良いでしょうか。だれの視点として作成しているのか

教えていただきたいです。 

 

先ほどもお話ししましたが、地域計画の将来目標と都市計画マスタ

ープランの将来目標は違う形になっています。決して別のものではな

いと思いますが、地域計画をしっかり確認したうえで都市計画マスタ

ープランを作成しています。将来目標については、一方的に行政がと

いうことではないですが、行政が主となって土地利用や現状、課題等

を把握したうえで設定した将来目標ものとなっておりますので、ご理

解いただきたいと思います。 

 

他に意見いかがでしょうか。全体を通じてでも何か結構ですが、意

見ある方いませんでしょうか。 

他に意見がないようですので、確認しますが、原案どおりの改定案

をもとにして次の手続きを進めていくことでよろしいでしょうか。 
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委員全員 

 

磯部会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

磯部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画課長 

 

 

 

 

 

事務局 

異議なし。 

 

異議なしということで、原案の改定案をもとに次の手続きに進めて

いきたいと思います。 

それでは、今後の予定について、事務局より説明をお願いします。 

 

今後のスケジュールについて説明させていただきます。 

 今回一方的に説明した部分があり申し訳ありませんでした。柴田

委員からいただいたご質問に答えていない点、県協議の最終意見が間

もなく届くため調整を行う必要がある点などございますので、お忙し

い中申し訳ありませんが、再度審議会を開催させていただきます。本

日の内容を持ち帰っていただき、質問したいこともあるかと思います

ので、大変お忙しい中、恐縮ではありますが、４月末頃に２回目の都

市計画審議会を開催させていただきたいと思います。 

その後、承認いただければ、６月に市民の皆様から広く意見を聴取

するパブリックコメントを実施させていただきます。以上が今後の予

定となります。柴田委員からのご質問については、確認させていただ

き次回説明させていただきます。 

 

スケジュールの話でありましたが、当初は原案がまとまったらパブ

リックコメントという、市民の皆さんから幅広く意見を聴取するもの

を行い、再度審議会を開いて確定していくスケジュールでありました。

しかし、その前に岐阜県さんとの調整が残っているため、調整後に一

度審議会を開催し、再度内容を整理しパブリックコメントを行います。

それを踏まえてもう再度一回審議会の開催となります。何度も行うの

は大変だと思いますが、そういうスケジュールで行きたいと思います。

スケジュールに対して何か意見等ありますでしょうか。 

無いようですので、以上で、本日諮問されました審議事項は終了い

たしました。皆様方には議事進行にご協力を賜り、誠にありがとうご

ざいました。 

以降は事務局で進行をお願いします。 

 

 磯部会長ありがとうございました。 

それでは、次第５のその他となります。資料をこれから配布させてい

ただきますが、瑞浪駅周辺再開発に関する説明になります。今後都市

計画審議会等で計画を決定していく必要がありますので、今回概略で

説明させていただきます。 

 

 説明事項（３） 瑞浪駅周辺再開発に関する説明 
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《閉会》 

都市計画課長 

 

建設部長 

 

都市計画課長 

 

 

 

 

 

それでは、次第６の閉会となります。 

建設部長の市原より閉会の挨拶をさせていただきます。 

 

（建設部長より挨拶） 

 

本日の議事録については、後日、議事録署名者の大森やすゑ委員と

柴田幸一郎委員、磯部会長にご確認いただき、瑞浪市ホームページに

掲載させていただく予定です。 

 

以上を持ちまして、令和５年度第１回瑞浪市都市計画審議会を閉会

させて頂きます｡次回開催については、４月末頃を予定しております。 

後日日程調整をさせていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

本日は長時間にわたり、ご審議いただき、ありがとうございました。 

 

―以上― 

 

 


